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令和７年度 11月号 第１３４８号 
 

日置市立土橋小学校 
 

    令和７年 11月 25日発行 

 10月 26日(日)に，土橋小・中ＰＴＡ合同
の妙円寺詣り遠行が行われました。秋晴れの
下，薩摩古道を歴史の息吹を感じながら伝統
行事に参加できた清々しい体験となりました。 

    芸術，スポーツ，学びの秋 

           校長 加藤 研一郎 

 県民週間(11/1～７)は，お忙しい中，保護者や学校

運営協議会委員，地域の皆様にお越しいただき誠に

ありがとうございました。学校での子供たちの学校

の様子はいかがだったでしょうか。 

 前後しますが今年は土橋中学校の文化祭に参加

させていただき，大勢の方が見守る中で学習発表

を行いました。子供たちはとてもどきどきしていた

ようですが，作文朗読やルパン三世の合奏を一生

懸命頑張って発表していました。おかげ様で，11/7

の市音楽発表会では練習の成果を発揮して，堂々

と発表することができました。 

 秋は「学びの秋」でもあります。子供はもちろん

ですが，今年は先日，小中合同保護者セミナーが開

催されました。講話の中でメディアとの付き合い方

についても取り上げられ，学年に応じた家庭での約

束を確立しておくことが大切であることなどにつ

いて話されました。現在，学校教育においてタブレッ

ト等を活用した学習が推進されており，その利便性

や教育効果が取り上げられ，本校でもその効果的

な活用を図っています。しかし一方で，ネットやゲー

ムといったメディアとのつき合い方が深刻な問題

となっています。以前，ある講演会でメディアとのつ

き合い方を誤ると，心や身体の健康，成長に大きな

影響があることや依存症の恐ろしさ，社会性や精神

状態に与える影響の大きさ等について聴いたこと

がありました。健康はもとより，その中毒性の怖さを

ひしひしと感じました。その予防策として話された

のは以下のようなことでした。ぜひ，各家庭で話題

にしていただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今やネット等のメディアは，生活や仕事に欠かせな

いものであり，子供が使いこなせるようになるべきこ

との一つです。そこで重要となるのが『正しく使える』

ことです。学校・家庭が連携しつつ，それぞれ責任をも

って子供の健全育成に取り組んでいきましょう。 

 

＜ゲ－ム・スマホ依存の予防策＞ 

１ ベッド内でゲ－ム・スマホをさせない。 

２ 就寝時間を決めて，守らせる。 

３ 外遊び，運動をさせる。 

４ 親が子供の前で，ゲ－ム・スマホをしない。 

５ ゲ－ムや動画視聴以外の楽しみ，夢中になる 

 ものを見つけてあげる。 

６ 家族団らんの時間をつくる。 

 

 

 
 

 11 月７日(金)に，日置市音楽発表会が伊
集院文化会館で行われました。今年は本校の
１年生が開会のあいさつを努めるなど，例年
以上に素晴らしい発表会となりました。 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11月 20日(木)に，クラブ活動の時間を利
用して，高齢者の方々とグランドゴルフを
行いました。最初は戸惑いながらのプレ－で
したが，温かい御指導のもとプレ－も上達し，
交流も深められた楽しい時間となりました。 

 ※「校内人権旬間」12月１日(月)～12日(金) 

３日（水）全校朝会(人権について) 

     ※全校５時間授業 

４日（木）校内持久走大会(9:25～10:25) 

          家庭教育学級(12:30～14:40) 

     ※学校保健委員会(紙面開催) 

          学級ＰＴＡ(14:40～)※各学級 20分  

５日（金）ひだまりタイム 

６日（土）県ＰＴＡ活動研究委嘱公開 

９日（火）薬物乱用防止教室(５・６年生) 

     ※予備日：持久走大会 

10日（水）「世界人権デ－」 

     生活科校外学習(２年生) 

12日（金）もち米販売(小学校玄関 13:45～) 

13日（土）「土曜授業」 

              土橋小・中合同地域ふれあい活動 

15日（月）巡回図書 

19日（金）スク－ルカウンセラ－来校 

     ※親子読書の日 

24日（水）終業式，美化活動，集団下校 

26日（金）「仕事納め」 

     学校閉庁：12月 27日(土)～１月４日(日) 

 

 

 11 月 12 日(水)に，こども未来課の子育て
支援係から宮内さんと馬塲さんをお招きして，
家庭教育学級を兼ねた子育て支援講座を行
いました。発達段階に応じた子どもとの接し
方を中心に貴重なアドバイスを頂きました。 

  

 11月 19日(水)に，県下一周駅伝日置チ－
ムのエ－ス，飛松選手と三垣選手を招いて
走り方教室を行いました。子どもたちは毎
年楽しみにしており，今年も速く，長く走る
コツを教えていただき，最後は両選手との
鬼ごっこを楽しんでいました。 

  

  

 人権デ－を最終日とする１週間を「人権週間」

と定め，昭和 24年（1949年）から毎年，全国的

に人権啓発活動が特に強化して行われています。 

 いじめや虐待，性被害等のこどもの人権問題，

外国人やアイヌの人々，性的マイノリティ等に対

する不当な差別や偏見，部落差別（同和問題），

ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然と

して存在しています。 

 とりわけ，近年においては，インターネットを

介した人権侵害が深刻化しているほか，障害のあ

る人の人権問題が生じています。 

 これらの問題の解決には，私たち一人一人が様

々な人権問題を，自分以外の「誰か」のことでは

なく，自分のこととして捉え，互いの人権を尊重

し合うことの大切さについて，認識を深めること

が不可欠です。この機会に，みんなで身近なこと  

 から人権について考えてみましょう。 
 

12月４～10日は「人権週間」です。 

 
 



 


